
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄本けんじ 
日本共産党市会議員 

活動ニュース 

２０２３年０６月０４日 

議員控え室 0798-35-3368 携帯 090-6665-9401 

新しい議会の役員・常任委員会体制が決まりました 
  ５月１５、１６日、臨時議会が開催され、市議会の役職が次のように決まりました。 

 議長には公明党議員団の山田ますと議員、副議長には会派・ぜんしんの菅野雅一議員が選出

され、議会運営委員会の委員長に日本維新の会西宮市議団の渡辺けんじろう議員、同副委員長

に野口あけみ議員が選出されました。 

 日本共産党西宮市会議員団の所属常任委員会は、次のように決まりました。総務常任委員会

＝野口あけみ、健康福祉常任委員会＝三好さつき（副委員長）、教育こども常任委員会＝庄本

けんじ（副委員長）。広報委員に三好さつき議員が選ばれました。 

日本共産党市会議員団の体制と議会での任務 

幹事長 

・議会運営委員会副委員長 

・総務常任委員会 

野口あけみ 庄本けんじ 
議員団長 

・教育こども常任委員会 

副委員長 

三好さつき 

・健康福祉常任委員会 

副委員長 

＜議会各常任委員会の体制＞ 



 

 

 

 

 

 

５月の臨時議会 

新たな物価高騰対策決定 
○低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金 

○住民税非課税世帯給付金（３万円） 

≪ひとり親世帯≫ 

児童扶養手当（２０２３年３月分）を受給している世帯 

                            （申請不要５月３０日に支給予定） 

（次の二つの世帯は申請が必要です）詳細は今検討中 

公的年金等受給世帯＝公的年金等を受給していることにより、２０２３年

３月分の児童扶養手当の支給を受けていない人 

 家計急変世帯＝２０２３年３月分の児童扶養手当を受給していないが、

家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準にな

っている人 

【対象児童１人当たり一律５万円】 

≪ひとり親世帯以外≫ 

・２０２２年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した世帯 

                            （申請不要５月３０日に支給予定） 

（次の世帯は申請が必要です）詳細は今検討中 

・家計急変世帯＝住民税非課税相当の収入なった人または２０２３年度 

分の住民税均等割り額が非課税の人 

 この給付金は、６月１日を基準日とし、２０２３年度の住民税均等割非課税世帯に３万円支給する

ものです。２０２１年度、２０２２年度の給付金事業対象世帯は申請が不要です。７月下旬より支給

開始予定。（２０２３年度に新たに非課税世帯に張った方は申請が必要。申請期限は９月末です） 


